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は　じ　め　に

　ユ970年代に始まったグローバリゼーション（以下，グローバル化）の昂進

は，90年代・に入って本格化した。イノベーション（新機軸）と比肩するグロ

ーバル化は90年代の二大潮流として今日に至っている！その代表的な現象は

大量の国際的な資金フローとしてあらわれた。1994年のメキシコ通貨危機を

はじめ97年タイ・バーツの大暴落を契機とするアジアの通貨金融危機など，

一連の通貨危機が構造的危機に対する21世紀型の流動性危機といわれるの

も，その要因がダイナミックな資金の国際的移動であることを何よりも物語っ

ているといえる。

　歴史的にみれば，第二次大戦後以降，覇者として世界経済を牽引してきた米

国の近年における経済力の相対的地位の低下にもかかわらず，世界経済におけ

一185一



松　　井　　隆　　奉

る米国のプレゼンスは依然として大きい書ローマ条約締結（！957年3月正式

調印）以後50年来，欧州諸国は常にその米国をライバル視しながら欧州統合

を進めてきた。基軸通貨ドルに対抗するかのごとく，通貨統合によるEU市場

への単」通貨ユー口の導入は欧州諸国にとっては悲願であった。

　前編では，欧州化を念頭に置きながら，制度化の視点から欧州統合の理論的

アプローチを試みたヨ）が，本稿は，上述のようなライバルとしての米国の存在

とグローバル化のダイナミズムのもと，EUにいっそう要請される欧州化それ

自体に焦点を当て，共同体としてのEUの欧州化を検討してみたい。欧州統合

の歴史が‘制度化’の歴史である4〕ならば，その制度化を包含する欧州化の歴

史はアイデンティティをめぐる超国家性と主権国家の間の’相克（＝摩擦）’

と‘譲歩（＝和解）’の歴史であることがやがて明らかにされよう。

1．E∪加盟ラッシュと多元的空間の広がり

　冷戦体制下，」方で旧ソ連に対する危機感と他方で米国への対抗という，身

内の事情とは別に，文字どおり「他者」を意識させる外圧を背景に，欧州統合

は挫折を何度も繰り返しながら進められてきた。同時に，1990年代に入って

本格化した押し寄せるグローバル化の波と米国のプレゼンスの大きさは，‘多

様性の中の統一’をはかるうえで大きな推進力となり，欧州化にいっそう拍車

をかけることになった。

　逃れば，第二次世界大戦後，欧州の複数国家が戦後復興と平和的共存を目指

して，1952年ドイツとフランスの和解により長年にわたる対立に終止符を打

つ「欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）」の創設を皮切りに，その後政治・経済的な

「深化」と地理的「拡大」を両輪として欧州統合は進められてきた。地理的拡

大については，とりわけ「ベルリンの壁」崩壊後の旧コメコン諸国のEU加盟

という歴史的出来事は注目に値する。まず冷戦構造の終結によって，申立的立

場の意味合いが薄れた永世中立国のオーストリアと政策的に中立的立場をとっ

ていたスウェーデンおよびフィンランドが，待ち兼ねていたかのようにこぞっ
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てEUに加盟申請（1995年1月正式加盟：第4次拡大）した。特にオースト

リアの加盟は，ドイツ援護のもと，のちのEUの東方拡大にとってその橋渡し

的存在の意義は非常に大きかった冒そして10年後，コペンハーゲン首脳会議

で中欧諸国を中心とした旧コメコン諸国を含む10ヵ国のEUへの新規加盟が

採択され，2004年5月旧東欧諸国は遂にEU加盟を果たした〔第5次拡大〕冒

こうして名実ともに冷戦体制に別れを告げ，欧州分断の歴史に終止符が打たれ

た。かつて市場統合のモデルとしてコメコン時代を歩んできた旧中・東欧諸国

が，新たな超国家的組織に与することになったのである。旧コメコン諸国にし

てみれば苦い経験を味わっただけに，EU加盟に対しては不安と期待が入り交

じっての加盟であることは推察するに及ばない。そして今年ユ月にルーマニア

とブルガリアが加盟したことで，加盟国27ヵ国を擁する巨大な「共同体」EU

が誕生したのである。このように現在の大規模化したEUは，冷戦体制下で欧

州の統合化が進展してきたといっても過言ではない，いわば歴史的所産であ

る。こうして東方拡大により欧州の地図は新しく塗り替えられた。

　だが，旧コメコン諸国にとって，その道程は決してスムーズなものとはいえ

なかった。1990年代初めの東欧民主化運動の大混乱の渦中で市場経済化への

体制転換がはかられ，EUへの加盟申請ぽ行われた。この加盟申請は，模索し

続けていた旧東欧諸国にとってその将来の方向性を示す一途であった。旧東欧

諸国の望みは何よりも悲願の「欧州への復帰」であった。その意味では，「ベ

ルリンの壁」の崩壊に象徴されるように，一連の民主化運動が東西ドイツ再統

一に始まり，旧コメコン諸国のEUへの加盟で落ち着いたという点で一つの到

達点でもあり，また新たな試練の道の始まりともいえる。それにしてもコメコ

ン当時，この歴史的出来事を誰が予想し得たであろうか。かつては欧州を二分

し，同時代を歩んできた両雄も明暗を分けた。1991年コメコンは解体し，他

方EC（欧州共同体）は1992年市場統合の完成とともにEU（欧州連合）に生

まれ変わった。

　他方，地理的拡大とともに統合の深化についても進展がみられた。経済面で

は，1970年代には他の先進工一業諸国同様に二度にわたるオイルショック（石
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油危機）を経験し，さらに80年代に入ってからも経済力の脆弱化と国際競争

力の低下のため対日・対米貿易収支の構造的赤字に悩まされていた。こうした

状況下で，欧州諸国は幾多の構造的矛盾7〕を孕みながらも，マーストリヒト条

約（ユ992年調印，93年発効）の締結とともに実質的に日米経済の閉め出しと

もいえる欧州単一市場の完成（1992年）をみたのである。そ札以降，経済統

合のもう一つの目標であった通貨統合への道（1999年1月，単一通貨「ユー

口」の導入を伴う経済通貨同盟の第三段階のスタート）を歩むことになったが，

それと並行してEUは3つの柱のうち第二の柱に基づいて政治的統合に向かっ

て動き始めたのである。

　かつてはヨーロッパNICs（新興工業諸国）と呼ばれていたギリシャ，スペ

イン，ポルトガルのBU加盟（「南方への拡大」）は，これまで域内で経済格差

が表面化した加盟であると目されてきが，近年「2つの速度の欧州」と称され

ている理由もここにある。そしてキプロスやマルタの地中海島喚国，さらに旧

コメコン諸国の包摂（「東方への拡大」）は，経済的差異に政治的異質性がさら

に付け加えられたことになり，これが今日の拡大EUの姿である。こうした経

済的および政治的動向を背景とした近年来のEU加盟ラッシュは，単なる地理

的拡大ということではなく経済的差異と政治的異質性をも包含するものであっ

た。またこのことは，政治的・経済的領域にとどまらず文化的領域にまで及

ぶ，まさにEUの多元的空間の広がりを意味している。

　EUの多元的空間の広がりは，欧州化をますます困難にさせることが予想さ

れるが，当面の課題として次のような点をあげることができる。まず第一に，

引き続き冷戦体制終結後の制度化の徹底であり，旧コメコン諸国など新規加盟

国に対して西欧型民主主義の浸透化（つまりEU化）をはかることである。第

二に，脆弱化した欧州の経済的競争力の強化であり，特に日本や米国に比肩で

きる経済力を身につけることである。そして第三に，長期的には米国による単

極覇権（一極集中システム）に対して欧州を多極化の軸とした新しい世界秩序，

すなわち「インターリージョナリズム（inter－regiona1iSm）」の構築であろう冒

このようにEUはさまざまな問題を抱えつつも，今後，これらの課題を念頭に
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置きながら，拡大した多元的空間の中で欧州化を推進していかなければならな

いのである。

2．「補完性の原理」と欧州化の概念規定

　1957年のローマ条約締結から50年の歳月が流れた。そもそも欧州統合が加

盟国の国家主権の根幹にまで及ぶようになってきたのは，今日のEU（ECか

ら改称）が誕生したマーストリとト条約（欧州連合条約）あたりからであった。

もちろんそれまでにも，ECの組織・運営の在り方で「連邦」か「連合」かを

めぐって域内で対立がみられたことは言うまでもない。他方，近年のグローバ

ル化のダイナミズムと永年ライバル視してきた米国の依然として大きなプレゼ

ンスを背景に，自らのアイデンティティの構築を求め一て欧州化が進められてき

た。さらに最近のEU加盟ラッシュによる地理的拡大に伴い，いっそうEU独

白の規範（ルール）づくりと周辺地域諸国へのEU基準〔価値体系〕の適用拡

大を押し進めなければならなかった。したがって前編の議論を踏まえて欧州化

を制度化の度合ではかるならば，EU政府の制度（もしくは政策）が加盟国の

国内政治あるいは政策決定にどの程度の影響を及ぼすかということであり，そ

れによって欧州化の度合も異なってくる。前編では，政策決定プロセスに関し

て「補完性の原理（p正incipleofcomp1ementarity）」に言及しだ〕が，実は政策

決定プロセスにおける欧州化がまさに同原理によって説明できるのである。つ

まり，当該政策が加盟国独自で遂行されるのか，加盟国とEU政府との双方で

遂行されるのか，あるいはEU政府が排他的に遂行するのかといった具合に，

加盟国独白の管轄〔国家レベル〕からEU政府の排他的権限〔超国家的レベル〕

に至る範囲内でどの水準で政策が遂行されるかによって，欧州化の度合すなわ

ち加盟国に対するEU基準〔価値体系〕の適用範囲もしくは浸透度をはかるこ

とができるのである。換言すれば，対外貿易政策や通貨金融政策などのように

EUが独白の権限で遂行するケースlo〕つまり超国家的レベルから国家レベルヘ

の一方向的なケースか，それとも加盟各国の国益とEU政府による政策方針と
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が歩み寄りをみせる超国家的レベルと国家レベル相互の双方向的なケースか，

ということになると〕このように，欧州化の度合は「補完性の原理」に基づく共

同体EUの排他的権限による共同行動に相応していることがわかる。いずれに

しても現段階では，政策部門間のヴァリエーションが巨大すぎることもあり，

政策決定に関して欧州化を将来的にいかなる方向に向かって進めていくのか，

その方向性を示す均一化した趨勢はみられないようである。要するに，これま

での欧州化は少なくとも共通の欧州システムモデルの方向へ収敏するような見

解の一致をみるに至っていないということであるぎ〕ただ，少なくとも欧州化の

第」歩としての方向性を示すものとして，共有の政策決定（jointpo1icy－

making）方式すなわち「全会一致（㎜animity）」がある。しかし，これも後述

するがネガティブな効果を持っているのである。こうして，市場の競争原理を

重視する新白由主義（neo－liberalis岬）的なリベラルな欧州を目指すのか，それ

ともグローバル化に対抗する社会的価値を優先したソーシャルな欧州を目指す

のか，EUは今選択の岐路に立たされている。また統合理論の観点からみれ

ば，新機能主義的な考え方に基づく連邦国家の建設を目指すのか，英国のサッ

チャ」元首相が主張したようなリベラルな政府問主義的な考え方に基づく主権

国家間の連合にとどまるのか，依然として両者間の相克が根強く残っているの

も事実である。

　また欧州通貨システム（EMs）は，これまで強いドイツ・マルクによって

支えられてきたし，文字どおり単一通貨ユー口誕生の立役者であった。しかも

欧州中央銀行はドイツの中央銀行ブンデスバンク〔ドイツ連邦銀行〕をモデル

に設立されたことなどを考慮すると，まさに‘欧州のドイツ化’とさえ映りか

ねない。しかし実際の動きは，それとは逆の‘ドイツの欧州化’の方向に向かっ

ており，大国ドイツとてこの流れに逆らうことはできない。というよりも，目

先の覇権に心を奪われることなく，マルクを犠牲にしてでもユー口導入に踏み

切ったドイツ自身が，ほかのどの国よりも今日のEU事情をいちばん承知して

いたことであろう。このことは，逃れば第二次大戦後の新生ドイツのアデナウ

ア」政権における当時のドイツの置かれた立場に求めることができるぎ〕あとで
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言及するが，いわば「バランス・オブ・パワー」への回帰（軌道修正）であり，

その維持にほかならない。

　しかし他方で，欧州化はネガティブな効果的側面を有していることを指摘し

ておかねばなるまない。一つは，政策決定プロセスに関連するものである。例

えば，上述のようにEUの政策決定プロセスが「全会一致」で行われる場合，

この方式では少数の先進加盟国の見解が反映さ札るか，もしくは共通の最も低

い平均的水準に落ち着く結果がもたらされる傾向がみられるというど〕もし政策

数が増えれば，共通の最低平均水準で当該政策が採択され，少なくともEUに

よって部分的に管理さ軋る場合が多いといわ札でいる。すなわち当該加盟国に

おいて高水準を維持している規範・基準が，欧州化によって低水準に調和化

（harmonizat1on）される危険性を意味するものである。実際，環境保護や消費

者保護などでこの種のケースが経験的に観察されているという。このことか

ら，EUの政策決定プロセスは，意図的にはかられた調和化というよりは‘規

制された競争（regulatory　competition）’であるとして批判されているま〕

　もう一つは，欧州化に伴う制度化に対する批判である。統合理論の視点から

みた場合，国家主権に抵触しない非政治的分野に限定した機能主義の考え方

は，のちに新機能主義に継承されたことは周知のとおりである。ところがEU

の諸制度は，この国家主権を制約した超国家的立場に立つ新機能主義とは対照

的に，主権国家を重視し多様な行動主体を容認する，超国家的レベルでのシス

テムの構築をほとんど無視した新自由主義的な考え方の欧州統合をますます促

進するものである，といったような欧州化のネガティブな影響が指摘されてい

る。こうして欧州化は，‘別の名前によるグローバル化（globaIizati㎝by　another

name）’であるとか，‘人の顔をしたグローバル化（g1obalizationwithahuman

　　　　　　　　　　　　　　あお
face）’である，といった主張を偏っているぎ〕いわゆる，‘欧州化の中のグロー

バル化’である。

　想い起せば，EU加盟申請の条件といえば民主主義であること，市場経済で

あること，そして欧州国家であることであったと7〕そして事実，ソ連崩壊を契

機に加盟申請のために周辺各国はこぞって民主化と市場経済化をはかってき

一王91一



松　　井　　隆　　幸

た。だが，どこまでが欧州なのか，地理的境界線はどの条約の条文にも記され

ていない。地理的定義の曖昧さもさることながら，欧州地域という概念規定に

関しては，確かに欧州自身のアイデンティティに関わる問題でもあり，我々ア

ジア人にとって理解できないかあるいは立ち入ることのできない‘聖域’なる

ものが存在するのかも知札ない。例えば，欧州諸国が当時，キリスト教以外（例

えばイスラム教など）の宗教と明確に区別したキリスト教への偏重主義である

とか，西洋（オキシテント）に対する東洋（オリエント）といったような非ヨ

ーロッパ世界の意識，つまり「他者」に対する意識の存在（これまでの「外圧」）

である。すなわち，冷戦体制やライバル視した米国の依然として大きいプレゼ

ンスがグローバル化と相まってEUをして欧州化を加速化させる推進力にも

なってきたことは，すでに指摘してきたとおりである。すなわち，押し寄せる

グローバル化の波は，一方でEU政策の収敏を助長し制度的な同形性

（isomo叩hism）に導き，他方でこれまでEUの土台とされてきた新自由主義

的な考え方に基づくグローバル化と欧州化は，‘福祉国家’の時代から‘競争

国家’の時代へ急速な移行をもたらしたといえようぎ〕また，マーストリヒト条

約で謳われたように，EU白身の経済力のグローバル化と経済統合，さらには

政治統合プロセスヘの高レベルな標榜にもかかわらず，加盟国間にみられる国

家モデルの相違は依然として存続している。上述の「他者」意識，つまり他者

との差異化は欧州のアイデンティティ創出の原動力となるが，問題は，これま

で拡大EUが欧州化を通じて目指してきたEU政府の超国家レベルでのヨ」

ロッパ・アイデンティティと加盟国における国家レベルでのナショナル・アイ

デンティティとの認識ギャップの存在である。

3一アイデンティティ論と統合理論の接点

　さて，ロベール・フランク氏によると19〕ヨーロッパにおいて文化的・経済

的・政治的な共通の特質を認識することができるとしながらも，この共通の特

質は必ずしもヨーロッパ・アイデンティティを創出するものではないため，こ
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の同一性はヨーロッパ・アイデンティティではないとしている。すなわち，「ヨ

」ロッパ亡アイデンティティとは，同一の特質を共有するのではなく，それを

意論十え三二」（傍点は引用者）であり，それは「（共通の文化ないしは文明へ

の）帰属感とヨーロッパ人であるという意識を意味している」（括弧内は引用

者）という。そして，「アイデンティティが存在するためには，同一性を意識

する過程が必要であり，この認識過程は，外部からの脅威や外部の‘敵’を犠

牲にする欲望によって促進され得る」ものであると述べている。さらにフラン

ク氏は，ヨーロッパ・アイデンティティの概念として，‘ヨーロッパ意識’に

言及しており，ヨーロッパ統一の必要性に関する社会的に共有された感情を指

すこの意識は，より新しく幾多の大きな悲劇を経て創出されたものであり，20

世紀の重要な現象の一つとして捉えている。そしてフランク氏は，それまでの

伝統的なヨーロッパの文化的アイデンティティがヨーロッパ意識の向上等に

伴って政治的アイデンティティ（断片的かつ希望的観測を含意）に変化したと

想定して，次のようなヨーロッパ統一へのプロセスのシナリオを提示してい

る。つまり，「文化的同一性→文化的〔宗教的〕アイデンティティ→ヨーロッ

パ思想→ヨーロッパ意識→ヨーロッパ感情→政治的アイデンティティ→ヨー

ロッパ統一」への経路モデルである。しかしフランク氏は，このように自動的

に直線的かつ単線的に進むことはあり得ないとして同モデルを否定し，ヨー

ロッパ統一へのプロセスの非違紛性を指摘している。こうしてフランク氏は，

伝統的アイデンティティが存続し続けることに着眼して，2ユ性紀初頭のヨー

ロッパ人は複数のアイデンティティを体験することができるとしているぎjすな

わち一つはナショナル・アイデンティティであり，いま一つはヨーロッパ・ア

イデンティティという訳である。

　そもそもヨーロッパ意識の起源は，第一次大戦後の1920年代に遡ることが

できる。その後，幾度となく繰り返してきた欧州化の挫折の度に経験した失望

感あるいは屈辱感が，却ってヨーロッパ意識を高揚させ，欧州化ひいては統合

の推進力となってきたことは歴史的経験の教えるところである。したがって，

フランク氏が指摘しているように，このヨーロッパ意識は，旧ソヴィエト連邦
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などの共産主義勢力といった外部からの脅威やライバル視してきた米国などの

外部の‘敵’（つまり「他者」）に対する対抗意識として萌芽し成長してきたの

である。冷戦終結後，欧州単一市場の創設と同時に通貨統合に向けた具体的政

策への着手，さらには将来的に歩むべき指針（つまり第二および第三の柱）が

謳われたマーストリヒト条約締結に期するEUの再スタ」トヘの思いには，お

そらく低迷からの脱出のために奮起を促すべくヨーロッパ意識の結束が込めら

れていたものであると多分に推察される。

　他方，統合理論との関係からみると，赤松氏の言葉を借りれば…ユ〕「内部否定

の矛盾」がナショ・ナル・アイデンティティ存在の動因であり，「外部否定の矛

盾」がヨーロッパ・アイデンティティ存在の動因であるといえ糺前者は，経

済的利害を超えた西ドイツとフランスの間にみられたルール産石炭の供給問題

とドイツ鉄鋼産業の主要企業分割問題がこれである（ユ951年，両国は和解し，

翌年「欧州石炭鉄鋼共同体」が設立）。後者は，一つに米国の大きなプレゼン

スの存在であり，また．欧州諸国の経済力の脆弱性に対する日米の競争力の強さ

がこれに相当する。かつて連邦主義的な考え方に立っていたハースやリンドバ

ーグ，ロザモンドなどの新機能主義者は，いわゆる‘単線的’統合モデルを提

示したが，この連邦主義的な考え方に批判的であったミルフートやモラヴイ

シックなどのリベラルな政府間主義者は，重要視する主権国家の立場から統合

の対象を国家主権に抵触することの少ない非政治的（＝経済的）領域に限局す

ることで，新機能主義の直線的統合モデルを否定し，フランク氏が指摘した

‘非連続的’統合プロセスの仮説を提示している。こうした統合理論の考えを

アイデンティティの次元で捉えるならば，伝統的ヨーロッパの文化的〔宗教

的〕アイデンティティとマーストリヒト条約締結以降の新しい政治的アイデン

ティティは，直線的関係というよりは‘非連続的’関係にあるといってよいで

あろう。同様のことがナショナル・アイデンティティとヨーロッパ・アイデン

ティティとの関係にもいえる。というのは，「補完性の原理」に基づく政策決

定プロセスがそうであったように，欧州化の過程では国民国家レベルでのナ

ショナル・アイデンティティと超国家的レベルでのヨーロッパ・アイデンテイ
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ティとの間には，双方の認識の違いから生じる‘相克’と‘譲歩’が背中合わ

せの状態で併存しているからである。したがって，「ナショナル」から「ヨ」

ロッパ」へというように，単線的にはなかなか容易に進まないのである。

4．バランス・オブ・パワー論と共同体E∪の欧州化

　ところで，欧州に誕生した近代国家間の国際政治の基本原理が「バランス・

オブ・パワー」論であり，その土台が国家間の利害衝突を軍事力／ハード・パ

ワー〕などによる力の行使ではなく，主として対話と協調による机上外交を通

じた交渉力〔ソフト・パワー〕で覇権を求める国家の野望を抑制し諸国家の独

立を確保することを目指したウェストファリア体制にあるとするならば，これ

までの欧州統合の歩みは，ドイツやフランスそして英国といった，まさに大国
　　　バランス・オプ・パワー

間の‘力の均衡’を軸に進められてきた統合の歴史であるといえるぎ〕周知の

ように，欧州は米国のような覇権国家が不在の複数の覇権的国家から成る超国

家的組織（＝共同体）である。

　例えば，周辺諸国との外交政策，特にACP（アフリカ，カリブ，太平洋）諸

国を中心とする途上国に対する開発政策においては，旧植民地国を有したオラ

ンダやフランスそしてイタリアなどの宗主国と旧植民地国との双務関係が

「主」で’EU政府と旧植民地国との関係が「従」という関係が形成されてい

るのである。これまでの論脈からいえば，国家レベル対超国家レベルの相克

は，当時ロメ協定〔第一次～第四次〕の締結に基づいて施行された主権国家と

しての独白の政策がいわば先行したケースである警〕こうして，共同体としての

EUの共通外交政策は，ある時は米国の存在を意識し，またある時は途上国を

相手に，「バランス・オブ・パワー」を軸に上手に‘棲み分け’を行いながら
がりLようれんこう

合従連衡によって展開されてきた。

　さて，マーストリヒト条約の締結後，間接直接を問わず，通貨統合に向けて

国家主権の委譲が進み，欧州中央銀行の設立（1998年6月）を契機にEU組

織・運営の在り方が，どちらかといえば超国家的に進められている昨今であ
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る。したがって後述するように，単一通貨ユー口の導入国は，通貨発行権など

の欧州中央銀行への権限委譲に伴って‘規制された競争’にさらされることに

なった。換言す札ば，欧州憲法条約の第一の柱である「欧州共同体（EC）」，

すなわち共同体EUとしての共同行動を通貨金融政策面で欧州中央銀行が遂行

しているという訳であるぎ〕こうして，ユー日参加国はもとよりEU加盟諸国の

立場からすれば，この‘規制された競争’の申で，主権国家として白国のアイ

デンティティをどこまで表出することができるかという点が争点となる。我々

は，これまでのEUの欧州化は「補完性の原理」に則した形で進められてきた

ことをすでにみてきた。ところが欧州憲法条約では，共同体としてのEU政府

が排他的権限によって共同行動をとることができる領域は非常に限局されたも

のとなっており，反対に加盟国と権限を共有する領域が大部分を占めているの

である（（注ユO）参照）。つまり，「バランス・オブ・一パワー」（クローンのいう

「最適な力の分布」）は，国家問のみならず国家と超国家との間でも働いてい

るのである。前述のように欧州統合は3つの柱（第一の柱：欧州共同体，第二

の柱1共通外交安全保障政策，第三め柱：司法・内務協力（99年，警察刑事司法

協力に改組））で進められてきたが，その中心となるのが第一の柱であった。言

うまでもなく本稿では，市場統合および通貨統合を包摂する経済社会政策全般

の多岐にわたる領域を対象と．した第一の柱の欧州化を考察するものである。す

なわち，共同体としてのEUレベルの欧州化である。したがって，おかしな話

であるが，これまでどおり「補完性の原理」に基づく限り，梅由あ兵看花すな

わち「バランス・オブ・パワー」が働いているために却って欧州化は狭い領域

に限られたものになってしまう可能性がある。さらに地理的定義に加え，例え

ば地域的か，経済的か，政治的か，もしくは宗教的（文化的）かといったさま

ざまな概念化が考えられ，共同体自体をどのような枠組みとして捉えるかとい

う点も問題になってくる。

　これまで欧州化は，どちらが先行するでもなく，制度的なものと意識的なも

のとの融合から成ることを暗黙裡に前提として論じてきたが，これまでの考察

を踏まえて共同体EUの欧州化を，次のような視点から捉えることができよ
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う。すなわち，第一は押し寄せるグローバル化の彼と，いわゆる常に「他者」

（それがイスラムであれ米国であれ）を意識し，それがもたらす‘結束’が推

進力となったグローバル化の中の欧州化である。これは，単一共同市場の完成

や基軸通貨ドルに対抗する単一通貨ユー口の導入など，一連の経済統合プロセ

スではかられた欧州化である。これに対して第二は，「われわれ意識」に基づ

いた欧州自らのアイデンティティ創出を目指す欧州化である。ユー口の誕生

は，もちろん米国への対抗意識から生まれた何よりもの所産であると同時に，

いわば経済的アイデンティティの一つともいえる。第三は，欧州化をめぐる超

国家性と主権国家との整合性，平たくいえば両者の‘せめぎ合い’である。す

なわち，通貨統合後のEUの組織・運営が超国家的レベルで遂行されているこ

とを考慮すると，政策決定プロセスでは，EU基準／価値体系〕の加盟国への

適用範囲が欧州化の一応の目安となるが，それは超国家機関であるEU政府へ

の加盟国の」部主権の委譲が，各国のいわば‘国家意識（＝愛国心）’の一部

喪失を意味する。したがって主権国家としての存在意義が相対化されることで

欧州化が促進されることになる。それゆえ，超国家レベルと国家レベルの一枚

岩でないアイデンティティが，両者の権限が共有する領域でさまよっている現

段階のEUなのである。

結びにかえて

　本稿は，これまでEUが辿ってきた欧州統合のプロセスにおける欧州化に焦

点を当て，経験的考察と理論的裏づけの2つの側面からの分析を試みたもので

ある。近年のEU加盟ラッシュに伴う多元的空間の広がりの申で，今後欧州化

がどのように展開されて行くのか，非常に興味のあるところである。

　それにしても欧州化の概念化はむずかしい。制度的には，確かに欧州化の度

合は，EU基準もしくは規範の加盟各国への浸透度に依拠することになるが，

このことは主権国家の存在意義の相対化が欧州化の促進につながることを意味

するものであった。今日のグローバル化が進展するにつ札で，ますます欧州北
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への要求が強まってきたことは言うまでもない。それゆえ，規範体系やルール

づくり（制度化）を促進し続ける限り，EU白身が‘規制された国家’という

ことになる。また近年のEU加盟ラッシュは，単なる地理的拡大にとどまらず

政治的異質性と経済的差異，さらには文化的異質一性にま．で及ぶ多元的空間の拡

大をもたらした。しかし，こうした多元的空間の広がりの中で，「補完性の原

理」に基づいた意思決定プロセスにおける欧州化には，政策部門間のヴァリエ

」ションの巨大さも手伝ってか，少なくとも現段階までは均一化の趨勢はみら

れなかった。今後どのような欧州を目指して造進するのであろうか。リベラル

な欧州かソーシャルな欧州が，それとも連邦国家か連合か，EUはいま混迷の

渦中にいる。

　他方，欧州化は，‘ヨーロッパ意識’（すなわち‘われわれ意識’）の普及・

浸透であり，常に「他者」を意識することで促進されてきたのである。自らの

アイデンティティの創出を求めて進められてきた欧州化の底流にあるヨーロッ

パ意識は，挫折感と屈辱感から芽生え育まれてきた。だが問題は，如何なる次

元での「われわれ意識」か，言い換えれば，誰のためのアイデンティティかと

いうことである。今後欧州化の道が如何なる方向に進もうとも，一国民として

の国家レベルを超えたEU市民のアイデンティティを無視してはならない。筆

者はフランク氏の見解に同感であり，ヨーロッパ人であるという意識を持つこ

と，すなわちEU市民としての自覚と誇りが持てるような「われわれ意識」で

あって欲しい。

　マ」ストリヒト条約締結後，EUは欧州共同体（EC）を柱に政治統合を目指

して新た」な道を歩み始めた。しかし，これまで国家間の「信頼」に基づいた一

枚岩たる運命共同体として「結束」の強いEUとはいえ，グローバル化の中の

欧州化の過程において，例えば主権国家と超国家組織との権限をめぐる二者間

の‘せめぎ合い’が号うであるように，複合体に甘んじてはいられないEUは，

共同体であるがゆえに常にジレンマと向かい合ってきたのである。すなわち，

前編でみてきたように欧州統合の歴史が‘制度化’の歴史であるならば，欧州

化の歴史はアイデンティティをめぐる‘相克’と‘譲歩’（あるいは’摩擦’
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と‘和解’）の歴史であったといえよう。

（2007年10月5日脱稿）

注

ユ）ステイーガー（M．B．Steger）によれば，「経済のグローバリゼーションとは，地球全体

にわたる経済的相互関係の強化と拡大を意味する。資本とテクノロジーの膨大なフローは

財貨やサービスの貿易を促してきた…巨大な多国籍企業，強力な国際経済機関，広域的な

地域貿易システムが，2ユ世紀のグローバル経済秩序の主要な構成単位として出現してき

た。」（ステイーガー〔15〕47頁・原文p・37）そして1当時のレーガン米国大統領とサッ

チャー英国首相によって，いわゆるケインズ主義に対抗する新保守主義あるいは新自由主

義的革命が先導され，世界経済の自由化に結びつけられた新しい経済秩序のもとで，「①

貿易と金融の国際化，②多国籍企業のパワーの増大，③IMF，世界銀行，WT0のような国

際経済機関の役割の拡大」（同，52頁，原文pp．40－4ユ）を経済のグローバリゼーションに

関わる最も重要な発展として挙げている。なお，グローバリゼーションと国際関係につい

ての検討は，古城佳子「グローバリゼーションの再検討一その論点と現状一」『国際問題』

（日本国際問題研究所），200ユ年」8月号に詳しい。

2）工藤章氏は，グローバル化における非対称性に注目し，「アメリカがグローバル化の中

心的な推進力となっている…このアメりカによって推進されるグローバル化を，その限り

ではアメリカ化といってもよい」（戸原一加藤・工藤〔16〕，序章，28頁）としている。さ

らに同氏は，「アメリカの「覇権」の経済的基盤は弱体化しているにもかかわらず，アメリ

カの影響力すなわちアメリカ化は勢いを増しているのである。これは」種逆説的な事態で

あるが…90年代におけるグローバル化の新しさがあるといってよい」（同，一28頁）とも述

べている。また鈴井氏も，「ユ990年代以降急速に進んだグローバル化は，「ニューエコノミ

ー」に勢いを得たアメリカ型の国際秩序の形成プロセスであり，アメリカナイゼーション

の色彩が強いものである」と捉えている。鈴井清巳「EUの対地中海・対エジプト通商政

策一グローバリゼーション，リージョナリゼーション，ヨーロッパ統合一」山田俊一編『エ

ジプトの開発戦略と町A政策』（第6章），アジア経済研究所，2005年，214頁。

3）拙稿〔2ユ〕参照。

4）大隈氏は，「EUの生成・発展の歴史は制度化の歴史である」と述べている。大隈宏「EU

とAPECの軌跡一比較地域主義の視点から一」『国際問題」（日本国際問題研究所），1997

年ユ1月号，26頁。
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5）オーストリア（といっても，ネーデルランド，北イタリア，ハンガリーおよびボヘミア

を含む当時の拡大オーストリア）といえば，ユ3世紀から20世紀初頭までのほぼ700年間

に渡って全盛を誇ったハプスブルク王朝であろう。この王朝は，欧州全域に及ぶさまざま

な民族から成っており，まさに’多様性の中の統一’を果たした，当時の‘汎ヨーロッパ’

的な存在で，欧州共同体あるいは国家連合として機能した時期もあったといわれている。

同王朝こそ，流血することなく結婚政策という「ソフト・パワー」によって領土の拡大に

成功した，ローマ教皇庁に比肩する勢力を有した王朝であった。江村洋『ハプスブルク家」

講談社現代新書，1990年参照。なお，EUの東方拡大については，小山〔14〕序章および

第ユ草（「EUの東方拡大」），久保広正「EU第五次拡大を巡る諸問題」『世界経済評論』2002

年7月号，田中宏『EU加盟と移行の経済学』ミネルヴァ書房，2005年，拙稿〔20〕第2

節および第3節を参照されたい。

6）しかしその反面，新規加盟国のGDPが総じて低く大部分が農業国で占められているこ

とから，EUの地域政策およびCAP（共通農業政策）への支出増は必至であり，EU財政

の逼迫は逃れ得ない状態であることを付言しておく。欧州委員会の調べでは，加盟25カ

国の人口は約4億5，OOO万人（2004年現在推計），GDPは米国にほぼ匹敵する約9兆5，600

億ユー口（2002年現在）に達した。ちなみに，2002年の米国のGDPは約10兆9，790億

ユ］口（『朝日新聞』平成王6（2004）年4月30日付）。また，2004年の新規加盟10カ国

の加盟によるEUのGDP増加率は僅か4．8％で，同人口増加率が約20％であるのに対して

5％にも満たない（『ジェトロセンサー」2004年5月号，26頁）。

7）大隈氏は，EUが抱えている構造的矛盾について，次のように指摘している。「EUの生

成・発展の軌跡は，決して直線的ではなく，前進と停滞（S士。p－and－Go）の交錯する起伏

に満ちたものであった。その理由の一つは，制度化の進展，およびそれにともなう目的関

数の高度化それ自体が，EUに対する加盟国間の認識のギャップを先鋭化・肥大化させる

メカニズムを内包していたからである。メガ・リージョナリズムヘ向けてのEUの前進は，

それに対するネガティヴ・リアクションの拡大再生産というパラドックス（構造的矛盾）

を孕むものであった。」大隈，前掲，28頁参照。

8）さらに鈴井氏は，「極めて特殊アメリカ的な普遍的価値体系・政治経済システムなどを

全地球的規模で拡張し，最終的には一極に収敏し得るグローバリゼーションに対して，リ

ージョナリゼーションは世界各地域における地理的接近性，政治経済システムの同質性・

近似性，文化的共通性をその性質としており，多様性を確保し，その地域や地域を構成す

る国家・自治体・コミュニティーの個性や内発性を尊重するもので，必然的に多極化せざ

るを得ないもの」（鈴井，前掲，214頁）であるとしている。なお，拡大EUのねらいにつ

いては，A．Maur三t呂van　der　Veen，　‘ThePu叩。seoftheEuropemUnion1岱aming　EuropeaI1
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　integエati㎝’，in　J㎝es　and　VeIdun〔8〕を参照されたい。

9）拙稿〔21〕第4節，特にユ2頁を参照されたい。

ユ0）Jachtenfuchs〔7〕p．339参照。ちなみに，欧州憲法条約では，欧州共同体としてのEUの

　共同行動は，「補完性の原理」に基づいて次の3つの領域に分類されている。十なわち，

　①EU政府が排他的権限を有する領域（関税，独占禁止，ユー口導入国の通貨金融政策，

　漁業政策のうち海洋生物資源の保護），②加盟国と権限を共有する領域，③EUの行動が

　支援・補足に限定されている領域（公衆衛生，産業競争力の強化，教育・文化・スポー

　ツ，社会政策のうち職業訓練など），である。なお，①と③を除くすべてが②の領域に入

　る（佐藤幸男監修・高橋他著『拡大EU辞典』（小学館）2006年，42頁より）。

ユエ）Cemat〔4〕p．24参照。またあとで言及するが，ACP諸国などを中心とした途上国に対

　する開発政策に関しては，旧植民地国の宗主国としての立場と共同体としてのEU政府と

　の間の優先度のポジションが逆転する。

12）この点に関しては，J日。htenfuchs，oρ・cf王．，p・340およびCemat，op．cjf・，p．24を参照。欧

　州統合が国家主権に与える影響については，Jomthon　W．Moses，Home　alone＝integrati㎝

　and　in且uence　in　mtiom1contexts，in　Jones　and　Verd㎜，oρ．〃．を参照されたい。

ユ3）ドイツの欧州化については，戸原・加藤・工藤編，前掲書，22－30頁を参照されたい。

　また，紀平氏は，第二次大戦後，‘ヨーロッパ’もしくは’西欧的’という形容詞を用い

　てドイツの西欧性，さらにはヨーロッパ統合の意義を語った代表的人物として，ドイツ連

　邦共和国の建国後，当時ナチス抵抗者として知られていた新生ドイツの首相に就任したア

　デナウアーを挙げている。紀平編〔13〕3－15頁参照。氏は，「アデナウアーの主張には，

　国民国家的関心を専ら求めるにしても，その利害をかつての主権国家の枠内ではもはや実

　現できず，‘ヨーロッパ’という新しい座標軸で考えねばならないという動かしがたい命

　題が渦巻いていた」（傍点は引用者。同，7頁）点を指摘している。さらにアデナウアーの

　ケルン大学での演説（1946年3月）に言及して，「（ヨーロッパ諸国民の）‘共同体’とい

　う概念は，具体的なヨーロッパ規模の政治組織を意味したというより，敢えていえばドイ

　ツの西欧的ヨーロニパヘの回帰，西血精神に支えられた協調を謳うという理念的議論」（括

　弧内および傍点は引用者。同，8頁）として捉えている。こうして戦後ドイツが，たとえ，

　きな臭いナショナリズムの下で敗戦から独自の復興を遂げようと企てたとしても，アデナ

　ウアーがそれを露骨に表すことなく，ドイツがヨーロッパに包摂された形で再生しようと

　する姿勢がみられた点で興味深い。

ユ4〕J・・ht・・f・・h・，・ρ．・批．，P．340．

ユ5）月以，P．340．

16〕Cemat，op．c批．，p．24．
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17）アムステルダム条約の条文（第6条，旧第0条及び第49条，旧第P条）では，自由・

　民主主義・人権の尊重・法の支配といった諸原則を有している，すべての欧州諸国は加盟

　申請をすることができる，となっている。

ユ8）Cema㌧oρ．c杜，p，25参照。

ユ9）フランク著／廣旧訳〔18〕8～13頁参照。またフランク氏は，ヨーロッパ・アイデソティ

　テイ概念として，‘ヨーロッパ思想’と‘ヨーロッパ感情’の存在を挙げている。しかし

　前者について氏は，ジュリアン・バンダ氏の指摘に基づきながら，この政治思想がヨー

　ロッパの文化的アイデンティティと結びついたとしても，自動的に現実にヨーロッパ統一

　に導くには十分ではないことを指摘している（1司，1卜／2頁参照）。ちなみに，1980年代

　当時，ナショナル・アイデンティティが政治的次元を獲得しつつあり，一つの文化への帰

　属感にとどまらないで，（運命）共同体への帰属感であったのに対して，ヨーロッパ・ア

　イデンテイチイはエリート固有のもので文化的なものにとどまっていたという（同，10～

　11頁参照）。後者については，国民感情に似た現象，つまり必要性という合理的な意識を

　超えてヨーロッパ思想の申に託された情緒的現象を指し，愛着からくる郷土愛ともいうべ

　きこのヨーロッパ感情は，1920年代以来早くからヨーロッパ主義者を鼓舞してきたもの

　の，20世紀社会の中には殆ど浸透していないと指摘している（同，ユ4頁参照）。

20）同上書，ユ5一ユ6頁参照。フランク氏は，ヨーロッパ人の幸運は，他のどの大陸にも存在

　しない，長い歴史と結びついた「共通の文化」を共有している点を指摘している。つまり，

　共有された遺産（古代ギリシャ・ローマ文明，ロマネスクやゴチック様式，ルネサンス，

　バロックやロマン主義芸術など）に基づいたヨーロッパの文化的統一の存在である。しか

　しヨーロッパを舞台として繰り広げられた幾多の戦争経験から，「近くて異なる宗教や信

　念の名において，文化は統一の契機であると同程度に分裂の契機であり，分裂の契機であ

　ると同程度に統一の契機である。すべてはそれがどのように政治的に禾1」用されるかにか

　かっている」としている。すなわち，「文化的な多様性が自動的に破壊の過程を生み出さ

　ないのと同様に，文化的収戯は自動的に統一の過程に決して到達することはなく」，「統一

　の過程がすでに経済的あるいは政治的に開始されている限りで，文化的収飲が統一の有利

　な条件の一つになり得る」のである。こうしてフランク氏は，欧州統一のための活力を醸

　し出すには新しいヨーロッパの政治的アイデンティティが必要ヤあることを説いている。

　同，159～ユ62頁参照。

　　また小野塚氏は，欧州統合は経済的・政治的なものに限らず，社会的な統合に進みつつ

　ある点に着眼して，欧州社会モデルは，今日では心情的にすっかり廃れ果て遠ざかってし

　まった「寄る辺」をヨーロッパ規模で再編しようとする試みであると捉え，史上かつて実

　現されたことのない大きさの「寄る辺」となる可能性を秘めていることを指摘している。
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　しかし，これまでナショナル・アイデンティティや愛国心と比べてヨーロッパ・アイデン

　テイテイは普遍的かつ理性的であり，大衆的かつ情緒的な要素を持ち得なかったことを鑑

　みて，欧州規模の「寄る辺」の実現のためには，大衆的かつ情緒的な基盤を有するヨーロッ

　パ・アイデンティティの必要性を説いている。小野塚知二「ナショナル・アイデンティティ

　という奇跡」永琴・廣田編著〔17〕所収，第6章，219～229頁参照。

2ユ）「内部否定の矛盾」とは，域内での競争相手国同士の競争が却ってお互いに否定的効果

　を与え共倒れに導くような矛盾をいい，同矛盾の止揚（排除）が相互発展のために必要と

　なるという。これに対して「外部否定の矛盾」とは，欧州（正確には西欧）域外から競争

　的圧力を受けることによって，否応なしに協調の方向に向かわしめることをいう。つま

　り，「外圧」に対抗するために競争相手である域内加盟国はお互いに手を組まざるを得な

　い状況に導かれるという訳である。赤松要「欧州共同市場形成の理論」『世界経済評論」

　ユ957年8月号，4～8頁参照。なお，赤松理論と統合の「深化」に関する検討については，

　拙稿「どこまで進むEUの拡大事業」，前掲，エ28～130を参照されたい。

22）佐藤幸男監修・高橋他著，前掲書，53－54頁参照。欧州建設（＝統合）の歴史的過程に

　おける「バランス・オブ・パワー」の重要性については，フランク著／廣旧訳，前掲書が

　ある。フランク氏は，特にフランスとドイツの‘カップル’関係（第4章）の中で，また

　ドイツとイギリスとフランスの‘トリアーデ’関係（第5章）の中で，「欧州均衡」とい

　う概念を踏まえながら建設（＝統合）プロセスにおけるフランスの役割を検討している。

　なお，グローバリゼーションとウェストファリア的主権の関係については，山田島敬「グ

　ローバリゼーションと国民国家の変容」『国際間題』（日本国際問題研究所），2001年8月

　号を参照されたい。

23）なお，旧植民地宗主国とACP諸国との間で締結された経済協力協定であるロメ協定

　（LomξConvention：1975～99年）については，W．Brown，丁玲ε肋。oρ舳σ〃…oη伽＾介三ω’

　τ加地∫舳伽・卿げMo・f乃一∫o舳職肋伽・，I．B．Tau㎡s　publishers，2002を参照されたい。ま

　たEU拡大に伴う近隣諸国，特に地中海諸国との関係につ・いては，MOller－Jent呂。h〔ユエ〕を

　参照されたい。

24）また工藤氏は，欧州化の最たるものとして，EU次元で遂行された通貨金融政策を挙

　げ，単一通貨ユー口の導入に至る通貨同盟の過程において早くも欧州化が遂行された点を

　指摘している。戸原・加藤・工藤編，前掲害，25頁参照。
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